
教員用 

 

 

 

 

誓誓誓誓        約約約約        書書書書    
 

 

学長  越原  もゆる  様 

 

 

私 は、名 古 屋 女 子 大 学 、名 古 屋 女 子 大 学 短 期 大 学 部 の公 的 研 究 費 等 の使

用 ・管 理 に関 わる構 成 員 として、下 記 事 項 を誓 約 いたします。 

 

記 
 

 

１． 公 的 研 究 費 等 による研 究 を遂 行 するにあたり、コンプライアンスを意 識

するとともに関 連 規 程 等 を理 解 し、これらを遵 守 します。 

 

２． 公 的 研 究 費 等 の原 資 が国 民 の貴 重 な税 金 であることを十 分 認 識 し、

公 正 かつ効 率 的 に使 用 するとともに、研 究 において不 正 を行 わないこ

とを約 束 します。 

 

３． それらの規 程 等 に違 反 して不 正 を行 った場 合 は、本 学 及 び配 分 機 関

の処 分 並 びに法 的 な責 任 を負 担 することを承 知 します。 

 

以 上  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誓 約 日  

 

平 成      年     月     日  

所 属 ・職 名  

 

 

氏 名 （自 署 ） 

 

㊞ 



事務職員用 

 

 

 

誓誓誓誓        約約約約        書書書書    
 

 

 

法人本部長  越原 洋二郎  様 

 
 

私 は、名 古 屋 女 子 大 学 、名 古 屋 女 子 大 学 短 期 大 学 部 の公 的 研 究 費 等 の使

用 ・管 理 に関 わる構 成 員 として、下 記 事 項 を誓 約 いたします。 

 

 

記 
 

 

１． 公 的 研 究 費 関 連 の事 務 業 務 等 を遂 行 するにあたり、コンプライアンス

を意 識 するとともに関 連 規 程 等 を理 解 し、これらを遵 守 します。 

 

２． 公 的 研 究 費 等 の原 資 が国 民 の貴 重 な税 金 であることを十 分 認 識 し、

公 正 かつ効 率 的 に使 用 するとともに、事 務 遂 行 において不 正 を行 わ

ないことを約 束 します。 

 

３． それらの規 程 等 に違 反 して不 正 を行 った場 合 は、本 学 及 び配 分 機 関

の処 分 並 びに法 的 な責 任 を負 担 することを承 知 します。 

 

以 上  

 

 
 

 

 
誓 約 日  

 

平 成     年     月     日  

所 属 ・職 名  

 

 

氏 名 （自 署 ） 

 

㊞ 



取引業者様用 

 

 

 

 

誓誓誓誓    約約約約    書書書書    
 

 
学校法人越原学園 

理事長  越 原  もゆる  様 

 

 

 

当 社 （当 法 人 ）は、名 古 屋 女 子 大 学 及 び名 古 屋 女 子 大 学 短 期 大 学 部 （以 下

「名 古 屋 女 子 大 学 」という。）との取 引 に当 たり、名 古 屋 女 子 大 学 における調 達 に

関 する規 程 等 を遵 守 し、いかなる不 正 取 引 、不 適 切 な契 約 を行 わないことを誓 約

します。万 一 、名 古 屋 女 子 大 学 の研 究 者 等 から不 正 な行 為 の依 頼 等 があった場

合 は、名 古 屋 女 子 大 学 の設 置 する不 正 使 用 に関 する通 報 窓 口 に通 報 します。 

 

また、名 古 屋 女 子 大 学 が公 的 研 究 費 に関 して実 施 する監 査 等 に際 して、取

引 帳 簿 等 の閲 覧 ・提 出 等 の要 請 があった場 合 は、可 能 な限 りこれに協 力 いたし

ます。 

 

なお、当 社 （当 法 人 ）に、それらの規 程 等 に反 する行 為 が認 められた場 合 には、

取 引 停 止 を含 むいかなる処 分 を講 じられても異 議 はありません。 

 

 

 

 

    

 

誓 約 日  

 

年      月      日  

所 在 地  

 

 

会 社 名  

 

 

役 職 ・氏 名  

                      

㊞ 
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